
◎施工日（2021年 4月 1日）前後の省エネ適判と確認申請との関係 

 

 

★省エネ適合義務（適判）・届出義務・説明義務の判定フロー 

 

                      登録建築物エネルギー消費性能判定機関 

                                      （平成２９年６月認可） 

 

確認申請と省エネ適判をワンストップで行うことで、円滑、迅速、適格な審査が可能です。 


